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東海発電所原子炉施設保安規定変更認可申請書 

 

 

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第 43 条の 3 の 24 第 1

項の規定により，下記のとおり保安規定の変更の認可を申請いたします。 

 

記 

 

１．変更内容 

昭和 40 年 3 月 30 日付 40 原第 822 号をもって認可を受け，別紙のとおり変

更認可を受けた東海発電所原子炉施設保安規定の記述を，別添の東海発電所

原子炉施設保安規定変更前後比較表の変更後欄のとおり変更する。（ただし，

下線は含まない。） 

 

（案）



２．変更の理由 

（１）廃止措置計画で定める性能維持施設の削除に関わる変更 

廃止措置の進捗に伴い恒久停止となる設備について，廃止措置計画で定

める性能維持施設から削除することに伴い，東海発電所原子炉施設保安規定

（以下「保安規定」という。）の関連条文の変更を行う。 

・第２１条（放射性固体廃棄物の管理） 

・第２３条（放射性気体廃棄物の管理） 

（２）原子炉領域の解体の禁止の条文削除 

   原子炉領域の解体の禁止については，廃止措置計画に定めた工程により

担保されているため，この条文を削除する。 

  ・第１１条（原子炉領域の解体の禁止） 

（３）廃止措置計画に基づく工事の計画及び実施の変更 

   工事の計画及び実施に関するプロセスについて保安規定に定め，具体的

事項は下部規程に基づく手続きに変更する。 

  ・第８条（委員会の審議事項） 

  ・第１２条（工事の計画及び実施） 

  ・第５２条（所員への保安教育） 

（４）安全貯蔵措置の変更 

   原子炉領域の解体撤去工事前に行われる安全貯蔵措置の具体的事項につ

いて，下部規程に基づく手続きに変更する。 

  ・第１３条（安全貯蔵措置） 

（５）施設管理計画に関する記録の採取及び保存の変更 

   「１２．記録の採取及び保存」について，他の条項で担保されているた

め削除する。 

  ・第４０条（施設管理計画） 

（６）廃止措置工事が東海第二発電所に影響を及ぼさないことの確認 

   工事計画の策定に当たり，東海第二発電所の主要な施設の機能に影響を

及ぼさないことの確認を追加する。 

  ・第１２条（工事の計画及び実施） 

（７）記載の適正化 

   運用事項の反映等，記載の適正化を行う。 

・第２１条の２（放射能濃度確認対象物の管理に関する責任等） 

・第４９条（応急措置） 

 

３．施行期日 

（１）この規定は，原子力規制委員会の認可を受けた日から１０日以内に施行

する。 



（２）第１２条（工事の計画及び実施）第２項については，原子力規制委員会

設置法の一部の施行に伴う関係規則の整備等に関する規則の施行に伴う

東海第二発電所原子炉施設保安規定変更認可申請（平成２６年５月２０

日付総室発第３２号）の施行日から適用する。 

以 上 



-i- 
 

別 紙 
東海発電所原子炉施設保安規定変更認可の経緯 

 
 認   可   年   月   日 認   可   証   番   号 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

昭和 40 年 12 月 6 日 

昭和 42 年 3 月 4 日 

昭和 42 年 5 月 23 日 

昭和 43 年 8 月 15 日 

昭和 43 年 9 月 26 日 

昭和 44 年 8 月 14 日 

昭和 45 年 12 月 12 日 

昭和 47 年 3 月 13 日 

昭和 47 年 12 月 21 日 

昭和 48 年 6 月 6 日 

昭和 49 年 8 月 29 日 

昭和 52 年 10 月 27 日 

昭和 52 年 12 月 20 日 

昭和 53 年 11 月 28 日 

昭和 54 年 7 月 10 日 

昭和 56 年 8 月 20 日 

昭和 56 年 11 月 24 日 

昭和 57 年 3 月 19 日 

昭和 57 年 6 月 18 日 

昭和 57 年 7 月 31 日 

昭和 58 年 2 月 8 日 

昭和 58 年 8 月 29 日 

昭和 59 年 6 月 27 日 

昭和 60 年 6 月 24 日 

昭和 61 年 6 月 19 日 

昭和 62 年 2 月 14 日 

昭和 63 年 2 月 4 日 

平成 元年 3 月 31 日 

平成 2 年 3 月 23 日 

平成 3 年 6 月 25 日 

平成 6 年 2 月 7 日 

平成 6 年 6 月 14 日 

平成 8 年 6 月 25 日 

平成 9 年 9 月 11 日 

平成 10 年 4 月 13 日 

平成 12 年 3 月 17 日 

平成 12 年 6 月 26 日 

平成 13 年 1 月 5 日 

平成 13 年 2 月 23 日 

平成 13 年 3 月 30 日 

40 原第 4109 号 

42 原第 193 号 

42 原第 1955 号 

43 原第 3958 号 

43 原第 4712 号 

44 原第 3627 号 

45 原第 3493 号 

47 原第 2011 号 

47 原第 11161 号 

48 原第 5291 号 

49 原第 6889 号 

52安(原規)第290号 

52安(原規)第370号 

53安(原規)第346号 

54 資庁第 8348 号 

56 資庁第 10448 号 

56 資庁第 13059 号 

57 資庁第 3873 号 

57 資庁第 7877 号 

57 資庁第 10881 号 

57 資庁第 19484 号 

58 資庁第 11324 号 

59 資庁第 7901 号 

60 資庁第 8545 号 

61 資庁第 8018 号 

62 資庁第 1075 号 

62 資庁第 16314 号 

元資庁第 3499 号 

2 資庁第 1878 号 

3 資庁第 6923 号 

5 資庁第 14236 号 

6 資庁第 6373 号 

8 資庁第 6661 号 

平成 09･08･04 資第 19号 

平成 10･03･10 資第 114 号 

平成 12･01･24 資第 1号 

平成 12･06･12 資第 7号 

    平成 12･08･31 資第 13 号 

    平成 13･02･15 原第 15 号 

    平成 13･03･23 原第 22 号 



-ii- 
 

 認   可   年   月   日 認   可   証   番   号 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

平成 13 年 6 月 28 日 

平成 13 年 12 月 3 日 

平成 15 年 4 月 23 日 

平成 15 年 6 月 27 日 

平成 15 年 9 月 8 日 

平成 16 年 6 月 10 日 

平成 16 年 6 月 24 日 

平成 17 年 3 月 25 日 

平成 17 年 8 月 25 日 

平成 17 年 11 月 29 日 

平成 18 年 2 月 2 日 

平成 18 年 6 月 30 日 

平成 18 年 9 月 8 日 

平成 19 年 9 月 7 日 

平成 19 年 12 月 13 日 

平成 20 年 9 月 1 日 

平成 20 年 12 月 24 日 

平成 21 年 3 月 30 日 

平成 21 年 6 月 29 日 

平成 22 年 3 月 8 日 

平成 24 年 6 月 21 日 

平成 25 年 3 月 8 日 

平成 25 年 6 月 28 日 

平成 26 年 1 月 23 日 

平成 26 年 6 月 24 日 

平成 26 年 7 月 23 日 

平成 28 年 3 月 31 日 

平成 28 年 12 月 7 日 

平成 30 年 6 月 7 日 

令和元年  6 月 11 日 

令和元年  9 月 24 日 

令和 2 年  9 月 17 日 

    平成 13･05･31 原第 29 号 

    平成 13･11･28 原第 1号 

    平成 15･04･18 原第 15 号 

    平成 15･05･29 原第 15 号 

    平成 15･08･15 原第 1号 

    平成 15･12･24 原第 34 号 

平成 16･06･22 原第 14号 

平成 17･03･03 原第 11号 

平成 17･08･11 原第 5号 

平成 17･11･15 原第 4号 

平成 17･12･26 原第 3号 

平成 18･06･20 原第 18号 

平成 18･08･29 原第 19号 

平成 19･08･06 原第 6号 

平成 19･12･07 原第 12号 

平成 20･08･07 原第 31号 

平成 20･12･12 原第 6号 

平成 21･02･27 原第 4号 

平成 21･06･16 原第 3号 

平成 22･01･29 原第 21号 

平成 24･05･25 原第 9号 

原管廃収第 121226004 号 

原管廃収第 130318002 号 

原管廃発第 1401221 号 

原規規発第 1406245 号 

原規規発第 1407231 号 

原規規発第 16033110 号 

原規規発第 1612072 号 

原規規発第 1806071 号 

原規規発第 1906112 号 

原規規発第 1909246 号 

原規規発第 20091711 号 

 

以 上 

 



別 添 
 
 
 
 

東海発電所原子炉施設保安規定変更前後比較表 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



注）下線は変更箇所を示す。下線は改正事項に含まない。 

東海発電所原子炉施設保安規定変更前後比較表 

変更前 変更後 備考 

（委員会の審議事項） 

第８条 （中略） 

２．運営委員会は，発電所における原子炉施設の保安運営に関する次の事

項を審議し，確認する。ただし，あらかじめ運営委員会にて定めた軽

微な事項は，審議事項に該当しない。 

(1) 廃止措置管理に関する手順の制定及び改正 

ｲ.廃止措置の工事計画に関する事項 

ﾛ.安全貯蔵の措置に関する事項 

ﾊ.廃止措置の工事管理に関する事項 

ﾆ.廃止措置対象施設の巡視に関する事項 

ﾎ.警報発生時の措置に関する事項 

ﾍ.原子炉施設の各設備の運転操作に関する事項 

(2) 工事計画書（第１２条（工事の計画及び実施））に関する事項 

 

 

(3) 放射性廃棄物管理に関する手順の制定及び改正 

（中略） 

(4) 放射線管理に関する手順の制定及び改正 

（中略） 

(5) 施設管理に関する手順の制定及び改正 

(6) 改造の実施に関する事項 

(7) 保安教育実施計画の策定（第５２条（所員への保安教育））に関す

る事項 

(8) 事故・故障の水平展開の実施状況に関する事項 

（以下略） 

 

 

 

（委員会の審議事項） 

第８条 （中略） 

２．運営委員会は，発電所における原子炉施設の保安運営に関する次の事

項を審議し，確認する。ただし，あらかじめ運営委員会にて定めた軽

微な事項は，審議事項に該当しない。 

(1) 廃止措置管理に関する手順の制定及び改正 

ｲ.廃止措置の工事計画に関する事項 

ﾛ.安全貯蔵の措置に関する事項 

ﾊ.廃止措置の工事管理に関する事項 

ﾆ.廃止措置対象施設の巡視に関する事項 

ﾎ.警報発生時の措置に関する事項 

ﾍ.原子炉施設の各設備の運転操作に関する事項 

（削除） 

 

 

(2) 放射性廃棄物管理に関する手順の制定及び改正 

（中略） 

(3) 放射線管理に関する手順の制定及び改正 

（中略） 

(4) 施設管理に関する手順の制定及び改正 

(5) 改造の実施に関する事項 

(6) 保安教育実施計画の策定（第５２条（所員への保安教育））に関す

る事項 

(7) 事故・故障の水平展開の実施状況に関する事項 

（以下略） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

廃止措置計画

に基づく工事

の計画及び実

施の変更（第 12

条の変更に伴

うもの） 

 

記載の適正化

（号番号の繰

上げ） 

-
1
-



注）下線は変更箇所を示す。下線は改正事項に含まない。 

東海発電所原子炉施設保安規定変更前後比較表 

変更前 変更後 備考 

（原子炉領域の解体の禁止） 

第１１条  所長は，廃止措置計画の廃止措置工程に記載のある安全貯蔵期

間中に，安全貯蔵対象範囲（安全貯蔵措置を施した領域）を解体しては

ならない。 

 なお，炉内サンプル調査は解体には該当しない。 

 

 

（工事の計画及び実施） 

第１２条 廃止措置室長は，廃止措置計画に基づき，表１２に示す工事件

名毎に，次の各号を記載した工事計画書を作成し，工事の具体的な計画

と安全確保について運営委員会の審議を経て，関係室長及び廃止措置主

任者の確認を得た上で，所長の承認を得る。また，これを変更するとき

も同様とする。 

(1) 工事件名 

(2) 工事場所（対象施設の範囲） 

(3) 工事期間（着手・完了目標） 

(4) 工事内容 

(5) 工事方法 

(6) 工事工程表 

(7) 工事体制 

(8) 放射線管理及び安全確保対策 

ｲ.拡散防止対策 

ﾛ.被ばく低減対策 

ﾊ.事故防止対策 

(9) 放射性廃棄物管理 

 

 

 

 

第１１条 削除 

 

 

 

 

 

（工事の計画及び実施） 

第１２条 廃止措置工事グループマネージャーは，廃止措置計画に基づ

き工事※１を行う場合，以下の必要なプロセスを実施する。 

 

 

 

(1)工事計画 

(2)設計管理 

(3)調達管理 

(4)工事管理 

（削除） 

（削除） 

（削除） 

（削除） 

 

 

 

（削除） 

２．廃止措置工事グループマネージャーは，工事計画を策定するに当たり，

工事の内容が，東海第二発電所の保安のために必要な施設の機能に影響

を及ぼさないことを確認する。 

原子炉領域の

解体の禁止の

条文削除（廃止

措置計画で定

めた工程によ

り担保） 

 

 

廃止措置計画

に基づく工事

の計画及び実

施の変更（具体

的事項は下部

規程に基づく

手続きに変更）

 

 

 

 

 

 

 

 

廃止措置工事

が東海第二発

電所に影響を

及ぼさないこ

との確認 

-
2
-



注）下線は変更箇所を示す。下線は改正事項に含まない。 

東海発電所原子炉施設保安規定変更前後比較表 

変更前 変更後 備考 

２．廃止措置工事グループマネージャーは，第１項に関し，工事件名ごと

に各工事対象範囲の汚染状況の確認を行った上で，具体的な工事計画及

び安全確保に係る事項について検討し，関係マネージャーとの調整を行

い，廃止措置室長に報告する。また，工事において導入する解体撤去物

等搬出装置などは，前項の工事計画書に仕様等を記載するとともに，当

該装置は関連する指針等に基づき設計する。 

 

 

 

 

 

３．廃止措置室長は，表１２に示す工事件名を，必要に応じて分割するこ

とができる。分割する場合は，廃止措置計画に記載された安全確保対策

及び線量評価に影響のないことを確認する。 

４．廃止措置工事グループマネージャーは，第１項の工事計画書に基づき，

工事を実施する。 

５．廃止措置工事グループマネージャーは，工事を実施中に，第１項(8)

の対策に支障が生じた場合は工事を中断し，廃止措置室長に報告する。

６．廃止措置工事グループマネージャーは，前項で工事を中断した場合は，

第１項(8)を復旧するか又は代替措置を講じ，廃止措置計画に基づいて

いることを確認し，廃止措置室長の承認を得た上で，工事を再開する。

ただし，代替措置を講ずる場合は，廃止措置主任者の確認を得た上で，

工事を再開する。 

７．廃止措置工事グループマネージャーは，第１項の工事計画書のうち工

事内容，工事場所等を１年に１回各マネージャーに周知する。また，工

事計画書を作成及び変更したときも同様とする。 

 

 

３．廃止措置工事グループマネージャーは，第１項に関し，工事件名ごと

に各工事対象範囲の汚染状況の確認を行った上で，具体的な工事計画及

び安全確保に係る事項について検討し，関係マネージャーとの調整を行

い，廃止措置室長に報告する。また，工事において導入する解体撤去物

等搬出装置などは，工事計画に仕様等を記載するとともに，当該装置は

関連する指針等に基づき設計する。 

４．廃止措置工事グループマネージャーは，工事の結果について記録する。

※１：本条において工事とは，廃止措置計画に基づく，核燃料物質に

よる汚染の除去工事，汚染状況の調査，及びその他所長が必要

と判断する解体撤去工事をいう。 

 

（削除） 

 

 

（削除） 

 

（削除） 

 

（削除） 

 

 

 

 

（削除） 

 

 

 

 

廃止措置計画

に基づく工事

の計画及び実

施の変更（具体

的事項は下部

規程に基づく

手続きに変更）

 

 

-
3
-



注）下線は変更箇所を示す。下線は改正事項に含まない。 

東海発電所原子炉施設保安規定変更前後比較表 

変更前 変更後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（削除） 

 

廃止措置計画

に基づく工事

の計画及び実

施の変更（具体

的事項は下部

規程に基づく

手続きに変更）

 

表１２ 

工事件名 

１．燃料取扱建屋領域機器解体撤去工事 

２．燃料取替機等解体撤去工事 

３．熱交換器等解体撤去工事 

４．解体撤去物等搬出準備工事 

５．原子炉領域解体準備工事 

６．原子炉サービス建屋領域機器解体撤去工事 

７．各建屋附帯設備等解体撤去工事 

８．炉内挿入物取出撤去工事 

９．原子炉本体等解体撤去工事 

10．生体遮へい体解体撤去工事 

11．原子炉建屋換気設備解体撤去工事 

12．放射性廃棄物処理設備等解体撤去工事 

13．管理区域解除工事 

14．建屋解体撤去工事 

 

-
4
-



注）下線は変更箇所を示す。下線は改正事項に含まない。 

東海発電所原子炉施設保安規定変更前後比較表 

変更前 変更後 備考 

（安全貯蔵措置） 

第１３条 廃止措置室長は，次の各号を記載した安全貯蔵措置管理要領を

作成し，安全貯蔵措置の安全確保について運営委員会の審議を経て，関

係室長及び廃止措置主任者の確認を得た上で，所長の承認を得る。また，

これを変更するときも同様とする。 

(1) 安全貯蔵範囲 

(2) 隔離対象弁，供給電源及び施錠管理等の措置 

(3) 完了要件 

(4) 隔離状況の確認方法 

(5) 隔離解除の条件，方法 

２．廃止措置管理グループマネージャーは，第１項に関し，廃止措置計画

との整合性，隔離措置の妥当性，禁止事項の妥当性及び表１２に示す工

事による影響について関係マネージャーとの調整を行い，廃止措置室長

に報告する。 

３．廃止措置管理グループマネージャーは，第１項の安全貯蔵措置管理要

領に基づき，安全貯蔵措置を実施する。 

４．廃止措置管理グループマネージャーは，第３項の措置が完了した場合

は，その結果を廃止措置室長，廃止措置主任者及び所長に報告するとと

もに，関係室長に通知する。 

５．廃止措置管理グループマネージャーは，安全貯蔵措置後の隔離状況を，

１週間に１回（月曜日を始期とする１週間に１回をいう。以下本章にお

いて同じ。）確認する。 

６．廃止措置管理グループマネージャーは，炉内サンプル調査により一時

的に隔離を解除する場合，及び一時的な解除を復旧した場合は，廃止措

置室長，廃止措置主任者及び所長に報告するとともに，関係室長に通知

する。 

（以下略） 

 

（安全貯蔵措置） 

第１３条 廃止措置管理グループマネージャーは，安全貯蔵※１の対象範

囲及び期間を定める。 

※１：安全貯蔵とは，放射能レベルが比較的高い原子炉領域の解体撤去

工事を実施する前に，放射線業務従事者の被ばく線量を合理的に

達成可能な限り低減するため，残存放射能の時間的減衰を図るこ

とをいう。 

（以下略） 

 

 

（削除） 

 

 

 

（削除） 

 

（削除） 

 

 

（削除） 

 

 

（削除） 

 

安全貯蔵措置

の変更（具体的

事項は下部規

程に基づく手

続きに変更） 

 

 

-
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注）下線は変更箇所を示す。下線は改正事項に含まない。 

東海発電所原子炉施設保安規定変更前後比較表 

変更前 変更後 備考 

（放射性固体廃棄物の管理） 

第２１条  各マネージャーは，次に定める放射性固体廃棄物の種類に応じ

て，それぞれ定められた処理を施した上で，当該の廃棄施設に保管する。

(1) 第１２条（工事の計画及び実施）第１項の工事（以下本条において

「工事」という。）に伴って発生した放射性固体廃棄物（再生廃液，

機器ドレン等の雑廃液及び原子炉内で照射された機器等は除く。）は，

廃止措置工事グループマネージャーがドラム缶等の容器に封入し，放

射線・化学管理グループマネージャーがドラム貯蔵庫又は固体廃棄物

貯蔵庫（東海第二発電所との共用設備。以下｢貯蔵庫｣という。）に保

管する。なお，ドラム缶等の容器に封入するにあたっては，以下の処

理を行うことができるが，固型化を行ってはならない。 

ｲ.焼却する場合は，廃止措置廃棄物管理グループマネージャーが雑

固体廃棄物焼却設備（東海第二発電所との共用設備。以下同じ。）

で焼却する。 

ﾛ.圧縮減容する場合は，廃止措置廃棄物管理グループマネージャー

が減容装置で圧縮減容する。 

(2) 再生廃液，機器ドレン等の雑廃液は，廃止措置管理グループマネー

ジャーが蒸発固化装置でドラム缶等の容器に固型化し，放射線・化学

管理グループマネージャーが貯蔵庫に保管する。 

なお，固型化された雑廃液については，廃止措置管理グループマネー

ジャーがセメント混練固化装置（東海第二発電所との共用設備。以下

同じ。）でドラム缶に固化（セメントを用いて固型化）し，放射線・

化学管理グループマネージャーが貯蔵庫に保管することができる。 

(3) 原子炉内で照射された機器等は，放射線・化学管理グループマネー

ジャーが表２１に示す貯蔵施設に保管する。 

（放射性固体廃棄物の管理） 

第２１条  各マネージャーは，次に定める放射性固体廃棄物の種類に応じ

て，それぞれ定められた処理を施した上で，当該の廃棄施設に保管する。

(1) 第１２条（工事の計画及び実施）第１項の工事（以下本条において

「工事」という。）に伴って発生した放射性固体廃棄物（再生廃液，

機器ドレン等の雑廃液及び原子炉内で照射された機器等は除く。）は，

廃止措置工事グループマネージャーがドラム缶等の容器に封入し，放

射線・化学管理グループマネージャーがドラム貯蔵庫又は固体廃棄物

貯蔵庫（東海第二発電所との共用設備。以下｢貯蔵庫｣という。）に保

管する。なお，ドラム缶等の容器に封入するにあたっては，以下の処

理を行うことができるが，固型化を行ってはならない。 

ｲ.焼却する場合は，廃止措置廃棄物管理グループマネージャーが雑

固体廃棄物焼却設備（東海第二発電所との共用設備。以下同じ。）

で焼却する。 

ﾛ.圧縮減容する場合は，廃止措置廃棄物管理グループマネージャー

が減容装置で圧縮減容する。 

(2) 蒸発固化装置でドラム缶等の容器に固型化した再生廃液，機器ドレ

ン等の雑廃液は，放射線・化学管理グループマネージャーが貯蔵庫に

保管する。 

なお，固型化された雑廃液については，廃止措置管理グループマネー

ジャーがセメント混練固化装置（東海第二発電所との共用設備。以下

同じ。）でドラム缶に固化（セメントを用いて固型化）し，放射線・

化学管理グループマネージャーが貯蔵庫に保管することができる。 

(3) 原子炉内で照射された機器等は，放射線・化学管理グループマネー

ジャーが表２１に示す貯蔵施設に保管する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

廃止措置計画

で定める性能

維持施設の削

除（廃止措置の

進捗に伴い，恒

久停止となる

設備の削除） 
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注）下線は変更箇所を示す。下線は改正事項に含まない。 

東海発電所原子炉施設保安規定変更前後比較表 

変更前 変更後 備考 

    ただし，封入又は遮蔽等の措置が行われたものは，放射線・化学管

理グループマネージャーが貯蔵庫に保管することができる。 

  なお，黒鉛スリーブ貯蔵庫に保管している機器等については，廃止

措置管理グループマネージャーが雑固体廃棄物として取出し，容器に

封入した上で，雑固体減容処理設備（東海第二発電所との共用設備。

以下同じ。）で溶融・焼却することができる。また，溶融・焼却する

まで必要に応じて放射線・化学管理グループマネージャーが貯蔵庫に

保管することができる。 

(4) 使用済樹脂及び使用済砂は，廃止措置管理グループマネージャーが

スラッジ貯蔵タンクに保管する。 

また，スラッジ貯蔵タンクに保管している使用済樹脂及び使用済砂

については，廃止措置管理グループマネージャーが取出し，セメント

混練固化装置でドラム缶に固化（セメントを用いて固型化）し，放射

線・化学管理グループマネージャーが貯蔵庫に保管する。なお，固型

化するまで必要に応じて放射線・化学管理グループマネージャーが貯

蔵庫に保管することができる。 

(5) その他の雑固体廃棄物は，各マネージャーがドラム缶等の容器に封

入すること等により汚染の広がりを防止する措置を講じ，放射線・化

学管理グループマネージャーがドラム貯蔵庫，貯蔵庫，サイトバンカ

（イ）Ｂバンカ若しくはサイトバンカ（ロ）に保管する。なお，ドラ

ム缶等の容器に封入するにあたっては，以下の処理を行うことができ

る。 

ｲ.焼却する場合は，廃止措置廃棄物管理グループマネージャーが雑

固体廃棄物焼却設備で焼却する。 

ﾛ.圧縮減容する場合は，廃止措置廃棄物管理グループマネージャ

ーが減容装置で圧縮減容する。 

（中略） 

    ただし，封入又は遮蔽等の措置が行われたものは，放射線・化学管

理グループマネージャーが貯蔵庫に保管することができる。 

  なお，黒鉛スリーブ貯蔵庫に保管している機器等については，廃止

措置管理グループマネージャーが雑固体廃棄物として取出し，容器に

封入した上で，雑固体減容処理設備（東海第二発電所との共用設備。

以下同じ。）で溶融・焼却することができる。また，溶融・焼却する

まで必要に応じて放射線・化学管理グループマネージャーが貯蔵庫に

保管することができる。 

(4) 使用済樹脂及び使用済砂は，廃止措置管理グループマネージャーが

スラッジ貯蔵タンクに保管する。 

また，スラッジ貯蔵タンクに保管している使用済樹脂及び使用済砂

については，廃止措置管理グループマネージャーが取出し，セメント

混練固化装置でドラム缶に固化（セメントを用いて固型化）し，放射

線・化学管理グループマネージャーが貯蔵庫に保管する。なお，固型

化するまで必要に応じて放射線・化学管理グループマネージャーが貯

蔵庫に保管することができる。 

(5) その他の雑固体廃棄物は，各マネージャーがドラム缶等の容器に封

入すること等により汚染の広がりを防止する措置を講じ，放射線・化

学管理グループマネージャーがドラム貯蔵庫，貯蔵庫又はサイトバン

カ（イ）Ｂバンカに保管する。なお，ドラム缶等の容器に封入するに

あたっては，以下の処理を行うことができる。 

 

ｲ.焼却する場合は，廃止措置廃棄物管理グループマネージャーが雑

固体廃棄物焼却設備で焼却する。 

ﾛ.圧縮減容する場合は，廃止措置廃棄物管理グループマネージャ

ーが減容装置で圧縮減容する。 

（中略） 
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注）下線は変更箇所を示す。下線は改正事項に含まない。 

東海発電所原子炉施設保安規定変更前後比較表 

変更前 変更後 備考 

５．廃止措置管理グループマネージャー及び放射線・化学管理グループマ

ネージャーは，次の事項を確認するとともに，その結果，異常が認めら

れた場合には必要な措置を講じる。 

(1)放射線・化学管理グループマネージャーは，ドラム貯蔵庫，貯蔵庫

及び搬出作業エリアにおける放射性固体廃棄物の保管状況を確認す

るために，１週間に１回ドラム貯蔵庫，貯蔵庫及び搬出作業エリアを

巡視するとともに，３ヶ月に１回保管量を確認する。 

(2) 廃止措置管理グループマネージャーは，スラッジ貯蔵タンクにおけ

る使用済樹脂及び使用済砂の保管状況を１週間に１回巡視するとと

もに３ヶ月に１回保管量を確認する。 

(3) 放射線・化学管理グループマネージャーは，サイトバンカ（イ）Ｂ

バンカ及びサイトバンカ（ロ）における放射性固体廃棄物並びに表２

１に示す貯蔵施設における原子炉内で照射された機器等の保管状況

を確認するために，１ヶ月に１回巡視するとともに３ヶ月に１回保管

量を確認する。 

６．放射線・化学管理グループマネージャーは，ドラム貯蔵庫，貯蔵庫,

搬出作業エリア及びサイトバンカの目につきやすい場所に管理上の注

意事項を掲示する。 

（以下略） 

５．廃止措置管理グループマネージャー及び放射線・化学管理グループマ

ネージャーは，次の事項を確認するとともに，その結果，異常が認めら

れた場合には必要な措置を講じる。 

(1)放射線・化学管理グループマネージャーは，ドラム貯蔵庫，貯蔵庫

及び搬出作業エリアにおける放射性固体廃棄物の保管状況を確認す

るために，１週間に１回ドラム貯蔵庫，貯蔵庫及び搬出作業エリアを

巡視するとともに，３ヶ月に１回保管量を確認する。 

(2) 廃止措置管理グループマネージャーは，スラッジ貯蔵タンクにおけ

る使用済樹脂及び使用済砂の保管状況を１週間に１回巡視するとと

もに３ヶ月に１回保管量を確認する。 

(3) 放射線・化学管理グループマネージャーは，サイトバンカ（イ）Ｂ

バンカにおける放射性固体廃棄物及び表２１に示す貯蔵施設におけ

る原子炉内で照射された機器等の保管状況を確認するために，１ヶ月

に１回巡視するとともに３ヶ月に１回保管量を確認する。 

 

６．放射線・化学管理グループマネージャーは，ドラム貯蔵庫，貯蔵庫,

搬出作業エリア及びサイトバンカ（イ）Ａ，Ｂバンカの目につきやすい

場所に管理上の注意事項を掲示する。 

（以下略） 
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注）下線は変更箇所を示す。下線は改正事項に含まない。 

東海発電所原子炉施設保安規定変更前後比較表 

変更前 変更後 備考 

（放射能濃度確認対象物の管理に関する責任等） 

第２１条の２ 廃止措置室長は，次の各号に示す放射能濃度確認対象物及

び放射能濃度について原子炉等規制法第６１条の２第１項の規定に基

づく確認（以下「放射能濃度の確認」という。）を受けた物の取扱いに

関する業務を統一的に管理する。 

 

 

(1) 放射能濃度確認対象物について，原子炉等規制法第６１条の２第２

項により認可を受けた放射能濃度の測定及び評価 

(2) 放射能濃度確認対象物について，放射能濃度の確認を受けるときの

対応 

(3) 放射能濃度確認対象物及び放射能濃度の確認を受けた物の保管管

理 

２．廃止措置室長は，放射能濃度確認対象物及び放射能濃度の確認を受け

た物の取扱いに関する業務を，これらの業務に必要な知識及び技術を

習得した者に行わせる。 

（以下略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（放射能濃度確認対象物の管理に関する責任等） 

第２１条の２ 廃止措置室長は，原子炉等規制法第６１条の２第２項の規

定に基づき認可を受けた放射能濃度の測定及び評価の方法に従い，原子

炉等規制法第６１条の２第１項の規定に基づく確認（以下「放射能濃度

の確認」という。）を受けた物の取扱いに関する業務を統一的に管理す

る。  

 

 (1)放射能濃度確認対象物の放射能濃度の測定及び評価 

 

 (2)放射能濃度確認対象物について，放射能濃度の確認を受けるときの

対応 

 (3)放射能濃度確認対象物及び放射能濃度の確認を受けた物の保管管理

 

２．廃止措置室長は，放射能濃度確認対象物及び放射能濃度の確認を受け

た物の取扱いに関する業務を，これらの業務に必要な知識及び技術を習

得した者に行わせる。 

（以下略） 

 

 

 

記載の適正化

（関連法令の

記載箇所修正）

-
9
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注）下線は変更箇所を示す。下線は改正事項に含まない。 

東海発電所原子炉施設保安規定変更前後比較表 

変更前 変更後 備考 

（放射性気体廃棄物の管理） 

第２３条 廃止措置管理グループマネージャーは，放射性気体廃棄物を放

出する場合は，表２３－１に示す排気筒等より放出するとともに，次の

事項を管理する。 

（中略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（以下略） 

（放射性気体廃棄物の管理） 

第２３条 廃止措置管理グループマネージャーは，放射性気体廃棄物を放

出する場合は，表２３－１に示す排気筒等より放出するとともに，次の

事項を管理する。 

（中略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（以下略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

廃止措置計画

で定める性能

維持施設の削

除（廃止措置の

進捗に伴い，恒

久停止となる

設備の削除） 

-
1
0
-



注）下線は変更箇所を示す。下線は改正事項に含まない。 

東海発電所原子炉施設保安規定変更前後比較表 

変更前 変更後 備考 

（施設管理計画） 

第４０条 原子炉施設について原子炉設置（変更）許可を受けた設備に係

る事項及び「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規

則」（以下「技術基準規則」という。）を含む要求事項への適合を維持し，

原子炉施設の安全を確保するため，次の施設管理計画を定める。 

（中略） 

 

１１．構成管理 

 組織は，施設管理を通じて以下の要素間の均衡を維持する。 

 (1)設計要件（第４条（品質マネジメントシステム計画）7.2.1 に示す

個別業務等要求事項として明確にすべき事項のうち「構築物，系統及

び機器がどのようなものでなければならないか」という要件を含む第

４０条の２の設計管理で実施する設計に対する要求事項をいう。） 

 (2)施設構成情報（第４条（品質マネジメントシステム計画）4.2.1 に

示す文書のうち「構築物，系統及び機器がどのようなものか」示す図

書，情報をいう。） 

 (3)物理的構成（実際の構築物，系統及び機器をいう。） 

 

１２．記録の採取及び保存 

１２．１ 保全の結果の記録 

組織は，保全の結果の記録として，次の事項を定め，記録し保存する。

また，組織は６．（保全の実施）に定める記録の採取を行う。 

  (1) 実施年月日，実施者 

  (2) 機器，設備が所定の機能を発揮しうる状態にあることを確認・評

価するために必要な事項 

  (3) 定めたプロセスに基づき保全が実施されたことを確認・評価する

ために必要な事項 

  (4) その他必要事項 

（施設管理計画） 

第４０条 原子炉施設について原子炉設置（変更）許可を受けた設備に係

る事項及び「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規

則」（以下「技術基準規則」という。）を含む要求事項への適合を維持し，

原子炉施設の安全を確保するため，次の施設管理計画を定める。 

（中略） 

 

１１．構成管理 

 組織は，施設管理を通じて以下の要素間の均衡を維持する。 

 (1)設計要件（第４条（品質マネジメントシステム計画）7.2.1 に示す

個別業務等要求事項として明確にすべき事項のうち「構築物，系統及

び機器がどのようなものでなければならないか」という要件を含む第

４０条の２の設計管理で実施する設計に対する要求事項をいう。） 

 (2)施設構成情報（第４条（品質マネジメントシステム計画）4.2.1 に

示す文書のうち「構築物，系統及び機器がどのようなものか」示す図

書，情報をいう。） 

 (3)物理的構成（実際の構築物，系統及び機器をいう。） 

（以下略） 

（削除） 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設管理計画

に関する記録

の採取及び保

存の変更（他の

条項で担保さ

れているため

削除） 

-
1
1
-



注）下線は変更箇所を示す。下線は改正事項に含まない。 

東海発電所原子炉施設保安規定変更前後比較表 

変更前 変更後 備考 

１２．２ 保全の結果の確認・評価の記録 

  組織は，保全の結果の確認・評価の記録として，次の事項を記録し保

存する。 

(1) 確認・評価年月日，評価者 

(2) 機器，設備が所定の機能を発揮しうる状態にあることを確認・評

価した結果並びにその根拠 

(3) 定めたプロセスに基づき保全が実施されたことを確認・評価した

結果並びにその根拠 

(4) 承認者 

(5) その他必要事項 

 

１２．３ 是正処置の記録 

  組織は，是正処置に関する記録として，次の事項を定め記録し保存す

る。 

  (1) 不適合発生状況（発生時の状況，日時） 

  (2) 是正処置年月日，是正処置者 

  (3) 実施した是正処置の内容 

  (4) 承認者 

  (5) その他必要事項 

 

１２．４ 保全の有効性評価の記録 

  組織は，実施した評価について，次の事項を記録し，保存する。 

  (1) 評価年月日，評価者 

  (2) 保全の妥当性について評価した結果及びその根拠 

  (3) 保全を改善した内容 

  (4) 承認者 

  (5) その他必要事項 

（以下略） 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（削除） 

施設管理計画

に関する記録

の採取及び保

存の変更（他の

条項で担保さ

れているため

削除） 

 

 

 

-
1
2
-



注）下線は変更箇所を示す。下線は改正事項に含まない。 

東海発電所原子炉施設保安規定変更前後比較表 

変更前 変更後 備考 

（応急措置） 

第４９条 本部長は，原子力防災組織を統括し，非常事態において次の

応急措置を実施する。 

 (1) 退避誘導及び構内入構制限 

  (2) 放射性物質影響範囲の推定 

 (3) 消火活動 

 (4) 緊急時医療 

 

 (5) 汚染拡大の防止 

 (6) 線量評価 

 (7) 応急復旧 

 (8) 原子力災害の拡大防止を図るための措置 

（以下略） 

 

（応急措置） 

第４９条 本部長は，原子力防災組織を統括し，非常事態において次の

応急措置を実施する。 

 (1) 退避誘導及び構内入構制限 

  (2) 放射性物質影響範囲の推定 

 (3) 消火活動 

 (4) 緊急時医療 

(5) 二次災害防止に関する措置 

 (6) 汚染拡大の防止 

 (7) 線量評価 

 (8) 応急復旧 

 (9) 原子力災害の拡大防止を図るための措置 

（以下略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化

（運用事項の

反映） 

-
1
3
-



注）下線は変更箇所を示す。下線は改正事項に含まない。 

東海発電所原子炉施設保安規定変更前後比較表 

変
更
前 
変
更
後 

備
考 

廃止措置計画に基づく工事の計画及び実施の変更（第 12 条の変更に伴うもの） 

 

-
1
4
-



注）下線は変更箇所を示す。下線は改正事項に含まない。 

東海発電所原子炉施設保安規定変更前後比較表 

変更前 変更後 備考 

 附  則（2．○．○） 

（施行期日） 

第１条 この規定は，原子力規制委員会の認可を受けた日から１０日以内

に施行する。 

（適用日） 

第２条 第１２条（工事の計画及び実施）第２項については，原子力規制

委員会設置法の一部の施行に伴う関係規則の整備等に関する規則の施

行に伴う東海第二発電所原子炉施設保安規定変更認可申請（平成２６年

５月２０日付総室発第３２号）の施行日から適用する。 

 

 

 

-
1
5
-


